件名：【静岡県から】介護保険施設・事業所の指定申請等手数料の改正についてのお知らせ

　各介護サービス事業者　様

　日頃、介護保険制度の円滑な運営に御協力いただきありがとうございます。

　さて、県では、令和７年12月議会で静岡県手数料徴収条例の改正を行い、令和８年４月１日から県が指定権者である介護保険施設・事業所が指定申請等を行う際の手数料を改正することとしました。

　詳細は、県ホームページに掲載しましたので、下記ＵＲＬから御確認ください。

○県ＨＰ　

https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/koreifukushi/1040734/1040737/1072861/1078726.html

※今回の手数料の改正対象となるのは、県が指定権者である介護保険施設・事業所のみです。政令市及び各市町が指定権者である介護保険施設・事業所については、対象外となりますので御注意ください。

お問い合わせ先

　静岡県健康福祉部福祉長寿局

福祉指導課介護指導第１班

　電話番号　054-221-3243

　メールアドレス　fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp

